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5.11 地球環境  

5.11.1 現況調査 

(1) 調査内容 

事業計画地周辺における温室効果ガスの削減状況等を把握するため、既存資料調査を

実施した。調査内容は表 5-11-1 に示すとおりである。 

 

表 5-11-1 調査内容 

 

調査対象項目 調査対象範囲・地点 調査対象期間 調査方法 

温 室 効 果 ガ ス

削 減 へ の 取 組

等 

事業計画地周辺地域 至近年 

既存資料調査 

・大阪市環境白書 平成 28 年度版

（大阪市、平成 28 年） 

・ローカルアジェンダ 21 おおさか

（大阪市、平成 7 年） 

・大阪市地球温暖化対策実行計画

［区域施策編］（改定計画）（大

阪市、平成 29 年） 

 

(2) 調査結果 

① 既存資料調査 

大阪市では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成10年 法律第117号）

に基づき、市域の温暖化対策を推進するため、平成7年に「ローカルアジェンダ21お

おさか」の取組内容を基本に温室効果ガス排出抑制の目標などを設定し、さらに実

効性を高めた「大阪市地球温暖化対策実行計画［区域施策編］（改定計画）」を平

成29年3月に策定している。この計画では、CO2・CH4・N2O・HFCs・PFCs・SF6・HF3を

対象とした抑制対策を推進し、2013年度に排出された温室効果ガス総排出量を基準

に2020年度（計画目標）までに5％以上、2030年度（中期目標）までに30％削減する

こと、1990年度に排出された温室効果ガス総排出量を基準に2050年度（長期目標）

までに80％削減することをめざしている。また、大阪府市エネルギー戦略会議の

「大阪府市エネルギー戦略の提言」（平成25年）及び大阪府環境審議会の答申等を

踏まえ、平成26年3月に「おおさかエネルギー地産地消推進プラン」を策定した。 

また、「大阪市環境白書 平成28年度版」（大阪市、平成28年）によると、2014年

度の温室効果ガス排出量は2,014万ｔ-CO2であり、基準年度である1990年度の排出量

と比較して約6％減であったとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「大阪市環境白書 平成 28 年度版」（大阪市、平成 28 年） 

 

図 5-11-1 大阪市域の温室効果ガス排出量の推移 
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5.11.2 施設の利用に伴う影響の予測・評価 

(1) 予測内容 

施設の利用に伴う影響として、空調設備等の稼働により発生する温室効果ガス（二

酸化炭素）の排出量について事業計画等を元に予測した。予測内容は表 5-11-2 に示

すとおりである。なお、本事業においては、空調設備等の稼働により発生する温室効

果ガスは、事業計画より二酸化炭素のみとなるため、予測項目は二酸化炭素排出量と

した。 

表 5-11-2 予測内容 

 

予測項目 予測範囲 予測時点 予測方法 

空調設備等の稼働により
発 生 す る 温 室 効 果 ガ ス
（二酸化炭素）の排出量 

事業計画地内 施設供用時 
事業計画、文献資料を元
に、計画施設からの二酸
化炭素排出量を予測 

 

(2) 予測方法 

① 予測手順 

施設供用時において空調設備等の稼働により発生する二酸化炭素排出量の予測手

順は、図 5-11-2 に示すとおりである。 

主要な二酸化炭素の発生要因である空調設備、換気設備等の稼働について、事業

計画を元に、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等

に係る事項等」（平成 28 年国土交通省告示第 265 号）（以下、「建築物省エネ法

（H28 基準）」という）及び「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に

基づき、エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判

断の基準の一部を改正する告示」（平成 28年経済産業省、国土交通省告示第 1号）

（以下、「省エネ法（H28 基準）」という）に基づく基準一次エネルギー消費量及

び設計一次エネルギー消費量を求め、二酸化炭素排出係数で換算してそれぞれの二

酸化炭素排出量及び削減量を算出した。 

なお、基準・設計一次エネルギー消費量は、エネルギー消費性能計算プログラム

（住宅版、非住宅版）で算出し、二酸化炭素排出係数は「建築物環境計画書作成マ

ニュアル（2015 年版）」（大阪市都市計画局、平成 27 年）等を参考に設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-11-2 二酸化炭素排出量の予測手順 

A．標準的な施設の
二酸化炭素排出量 

A－B ＝ 二酸化炭素排出削減量

B. 計画施設の 
二酸化炭素排出量 

事業計画（地域区分、室用途、床面積等） 

エネルギー種別 CO2 排出係数

基準一次エネルギー消費量 設計一次エネルギー消費量
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② 予測条件 

ａ．計画施設の用途別延べ面積の設定 

計画施設の用途別延べ面積は、表 5-11-3 に示すとおりである。 

 

表 5-11-3 計画施設の用途別延べ面積 

単位：㎡ 

 

住宅部 非住宅部 

合 計 住宅 

専有部 

住宅※1 

共用部 
ホテル 

店舗･ｻｰﾋﾞｽ

施設※2 
公益施設 

延べ面積 60,000 40,000 8,500 2,500 500 111,500 

注：1.住宅共用部には駐車場・駐輪場等を含む。 

  2.物販 1,000 ㎡＋飲食 1,500 ㎡と想定。 

 

ｂ．原単位等について 

エネルギー種別の二酸化炭素排出係数は、「建築物環境計画書作成マニュア

ル（2015 年版）」（大阪市都市計画局、平成 27 年）等を参考に、表 5-11-4 に

示すとおり設定した。 

また、上水使用量と下水使用量は「給水装置工事設計施工ガイドブック」

（大阪市水道局、平成 28 年）による業態別の使用水量及び事業計画を勘案し、

表 5-11-5 のとおり設定した。 

 

表 5-11-4 エネルギー種別の二酸化炭素排出係数 

 

種 別 二酸化炭素排出係数 備 考 

電 気 0.0527 kg-CO2/MJ 

建築物環境計画書作成マニュアル（2015 年版）より、

0.514kg-CO2/ kWh（関西電力㈱）を 9.76MJ/kWh で換算した

値 

都市ガス 0.0499 kg-CO2/MJ 建築物環境計画書作成マニュアル（2015 年版） 

上 水 0.241 kg-CO2/ｍ
3 水道事業ガイドライン（大阪市水道局、平成 28 年） 

下 水 0.313 kg-CO2/ｍ
3 

大阪市下水道における低炭素化の取組について（2013 年 10

月 大阪市建設局）より、 

温室効果ガス排出量÷下水道処理水量（平成 23 年度）＝

206 千 t-CO2÷658,130 千ｍ3 により算定した値 

 

表 5-11-5 上水・下水使用量 

単位：ｍ3/年 

 住 宅 ホテル 
店舗・ｻｰﾋﾞｽ

施設 
公益施設 合 計 

上 水 237,104 58,400 109,500 730 405,734 

下 水 237,104 58,400 109,500 730 405,734 
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ｃ．一次エネルギー消費量の算定 

基準一次エネルギー消費量（※）及び設計一次エネルギー消費量は、建築物省エ

ネ法（H28 基準）及び省エネ法（H28 基準）に定められた方法に基づき、住宅専

有部、住宅共用部及び非住宅部（ホテル、店舗・サービス施設、公益施設）にお

けるそれぞれの外皮基準を満たした上で、「空調設備」「換気設備」「照明設備」

「給湯設備」「昇降機」「その他設備」の一次エネルギー消費量を合計して算出

した。 

ここで、住宅専有部は、事業計画を元に単位住戸の一次エネルギー消費量の総

和により算出（全ての住戸を配置・規模・間取り等の類似タイプ毎にグルーピン

グして集計）した。また、住宅共用部及び非住宅部については、事業計画に基づ

く室用途区分を設定し、室用途毎の各設備の一次エネルギー消費量の総和により

算出した。 

 

※ 基準一次エネルギー消費量の算定にあたって用いた基準値は、建築物省エネ法（H28 基

準）及び省エネ法（H28 基準）に基づいており、「エネルギーの使用の合理化に関する

建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」（平成 25 年 経済産業省・国土交通

省告示）に規定される基準値（以下、「省エネ法 H25 基準値」という）と同水準の値と

して設定されている。 

  なお、省エネ法 H25 基準値は、実際に所管行政庁に届出のあった省エネ計画書（「エネ

ルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令」

（平成 15 年 国土交通省省令第 15 条）に基づく届出書）の分析結果及び各種ヒアリン

グ調査結果に基づき、平成 25 年における標準的な仕様（基準設定仕様）を決定し、こ

の基準設定仕様を一次エネルギー消費量算定ロジックに適用して求められている。 

〔出典〕 

・「平成 25 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説」 

（平成 25 年 5 月、平成 25 年住宅･建築物の省エネルギー基準解説書編集委員会 

監修：国土交通省国土技術政策総合研究所、(独)建築研究所） 

・「各制度における計算支援プログラムの扱い」 

（平成 28 年 3 月、国土交通省住宅局住宅生産課「建築物省エネ法のページ」） 
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建築設備別の基準・設計一次エネルギー消費量の算定方法について、住宅専有

部は表 5-11-6、住宅共用部及び非住宅部は表 5-11-7 に示すとおりである。 

 

表 5-11-6 基準・設計一次エネルギー消費量の算定方法（住宅専有部） 

 

区 分 算定方法の内容 

建築 
(外皮基準) 

単位住戸について、地域区分に応じた外皮平均熱貫流率（内外の温度差 1 度当たり
の総熱損失量を外皮等（外気等に接する天井、壁、床及び開口部、共同住宅におけ
る隣接する住戸又は共用部に接する部分等）の総面積で除した値）の基準値及び地
域区分に応じた冷房期の平均日射熱取得率（単位日射強度当たりの総日射取得率を
外皮等の総面積で平均した値）の基準値以下とする。 

 基準一次エネルギー消費量 設計一次エネルギー消費量 

空調設備 

 

単位住戸の各室の標準的な暖冷房設備

の 1 時間当たりの基準一次エネルギー消

費量を元に、暖冷房設備ごとに年間稼働

時間で積算し、全ての機器分の総和を算

出する。 

単位住戸の各室の設計仕様の暖冷房設

備について、基準一次エネルギー消費量

と同様に算出する。 

 

 

換気設備 

単位住戸の床面積の合計の区分ごとに

設定された係数及び床面積の合計により

算出する。 

 

 

 

 

単位住戸の全般換気設備及び局所換気

設備の 1 時間当たりの設計一次エネルギ

ー消費量を年間稼働時間で積算して総和

を算出する。 

全般機械換気設備は比消費電力及び参

照機械換気量を元に算出し、局所機械換

気設備は消費電力を元に算出する。 

照明設備 

単位住戸の全体、主たる居室、主たる

居室以外の居室について、それぞれの係

数に各床面積の合計を乗じた数値の和を

算出する。 

単位住戸の各照明区画の 1 時間当たり

の消費電力の合計値等に使用時間率を乗

じ、年間点灯時間で積算して総和を算出

する。 

給湯設備 

単位住戸の床面積の合計の区分及び地

域の区分（給湯対象室の浴室等の有無）

ごとに設定された係数及び床面積の合計

を元に算出する。 

単位住戸の各給湯設備の 1 日当たりの

設計一次エネルギー消費量を年間稼働日

数で積算して総和を算出する。 

 

その他設備 

家電及び調理に係る一次エネルギー消

費量を対象とし、単位住戸の床面積の合

計の区分ごとに設定された係数及び床面

積の合計を元に算出する。 

基準一次エネルギー消費量と設計一次

エネルギー消費量は同数値とする。 
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表 5-11-7 基準・設計一次エネルギー消費量の算定方法（住宅共用部及び非住宅部） 

 

区 分 算定方法の内容 

建築 

(外皮基準) 

各階のペリメーターゾーン（外壁の中心線から水平距離 5 メートル以内の屋内空

間、屋根直下の階の屋内空間及び外気に接する床の直上の屋内空間）の年間熱負荷

の合計をペリメーターゾーンの床面積の合計で除した数値が、建物用途・地域区分

毎に定められた基準値以下とする。 

なお、本計画施設は複数の用途を含む為、基準に基づき各用途のペリメーターゾ

ーン面積で加重平均する。 

 基準一次エネルギー消費量 設計一次エネルギー消費量 

空調設備 

室用途及び地域区分ごとに設定され

た係数にその室の床面積を乗じて、全

ての計算対象室の総和を算出する。 

 

 

 

空気調和機等、ポンプ等、熱源機器

等の３つの区分ごとに、各機器が処理

する暖冷房負荷による設計一次エネル

ギー消費量をそれぞれの年間稼働日数

で積算し、全ての機器分の総和を算出

する。 

換気設備 

室用途ごとに設定された係数にその

室の床面積を乗じて、全ての計算対象

室の総和を算出する。 

 

 

各機械換気設備の消費電力に 1 日当

たりの運転時間、制御方法に応じて定

められた係数を乗じて、これを年間稼

働日数で積算し、全ての機器分の総和

を算出する。 

照明設備 

室用途ごとに設定された係数にその

室の床面積を乗じて、全ての計算対象

室の総和を算出する。 

 

 

各照明設備の消費電力に 1 日当たり

の運転時間、制御方法及び室の形状に

応じて定められた係数を乗じ、これを

年間稼働日数で積算し、全ての機器分

の総和を算出する。 

給湯設備 

室用途及び地域区分ごとに設定され

た係数にその室の床面積を乗じて、全

ての計算対象室の総和を算出する。 

 

各給湯設備の 1 日当たりの給湯負荷

を給湯設備のシステム効率で除した値

を年間稼働日数で積算し、全ての機器

分の総和を算出する。 

昇降機 

各昇降機系統の積載質量、定格速

度、基準設定速度制御係数及び輸送能

力係数を元に、年間運転時間で積算

し、全ての対象系統の総和を算出す

る。 

各昇降機系統の積載質量、定格速

度、速度制御方法に応じて定められた

係数を元に、年間稼働日数で積算し、

全ての系統の総和を算出する。 

 

その他設備 

事務機器等による一次エネルギー消

費量を対象に、室用途ごとに定められ

た係数をその室の床面積に乗じ、全て

の計算対象室の総和を算出する。 

基準一次エネルギー消費量と設計一

次エネルギー消費量は同数値とする。 
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また、標準的な施設および環境保全対策を講じた計画施設における主な建築設

備仕様の設定は、表 5-11-8、表 5-11-9 に示すとおりである。 

 

表 5-11-8 施設の建築設備仕様（住宅専有部） 

 

区 分 環境保全対策 標準的な施設 
計画施設 

（環境保全対策あり） 

建築 

(外皮) 

外壁の高断熱化・

日射遮蔽対策 

日本住宅性能表示基準「5-1 断熱

等性能等級」における等級４相当 

普通複層ガラス(中空層 6mm 程度) 

Low-E 複層ガラス(中空層 6mm 程度)

（北面及びバルコニーに面した部

分は除く） 

空調設備 
高効率熱源機器の

採用 
ルームエアコンディショナー 同左（居住者設置） 

換気設備 
高効率電動機器の

採用 

ダクト式第三種換気設備 

（換気回数:0.5 回/h） 

ダクト式第一種換気設備 

（DC（直流）モーター採用） 

照明設備 
高効率照明器具の

採用 
蛍光ランプ（白熱灯以外） LED ランプ（居室は居住者設置） 

給湯設備 
高効率熱源機器・

節湯水栓の採用 
ガス給湯器 

・ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 

（JIS効率:暖房85％､給湯90％） 

・台所・洗面所水栓：水優先吐水

機能の採用 

・浴室シャワー水栓：手元止水機

能、小流量吐水機能 

・高断熱浴槽 

 

表 5-11-9 施設の建築設備仕様（住宅共用部及び非住宅部） 

 

区 分 環境保全対策 標準的な施設 
計画施設 

（環境保全対策あり） 

建築 

(外皮) 

外壁の高断熱化・ 

日射遮蔽対策 

押出法ポリスチレンフォーム保温

板１種（25mm）、単板ガラス 

各室用途基準による 

吹付け硬質ウレタンフォームA種3 

（25～40mm）、単板ガラス 

空調設備 
高効率熱源機器の

採用 

空冷 HP 熱源 COP3.24 程度 

各室用途基準による 

・EVホール、廊下等：電気式ヒート

ポンプエアコン熱源COP4.2程度 

・エントランスホール、公益施設

等：ガスヒートポンプエアコン熱

源COP1.08程度 

・エントランスホール、スカイラウ

ンジ等：全熱交換器 

換気設備 
高効率電動機器の

採用 

基準換気回数（5～50 回/h） 

各室用途基準による 

B1～56階廃棄物置場・設備機械室 

：低圧三相かご形誘導電動機 

照明設備 
高効率照明器具の

採用 

蛍光ランプ FHF32W 程度 

各室用途基準による 
LEDランプを採用 

給湯設備 
高効率熱源機器の

採用 

地域区分 

各室用途基準による 

・ホテル、店舗 (一部)：ガス潜熱回

収型給湯温水暖房機 

（JIS効率:暖房85％、給湯90％） 

・2階トイレ等：貯湯式電気温水器 

昇降機 
高効率昇降機器の

採用 

可変電圧可変周波数制御方式 

（電力回生なし） 

同左 

（電力回生あり） 



340 

上記の算定方法及び建築設備仕様の設定に基づいて算出した設備別の基準一次

エネルギー消費量及び設計一次エネルギー消費量の算定結果は、表 5-11-10、表

5-11-11 に示すとおりである。 

 

表 5-11-10 基準一次エネルギー消費量 

単位：GJ/年 

 住宅専有部 住宅共用部 非住宅部 合 計 

空調設備 18,971 12,361 15,780 47,112 

換気設備 2,259 8,442 621 11,322 

照明設備 7,111 14,031 4,798 25,940 

給湯設備 14,721 38 5,643 20,402 

昇降機 0 5,175 300 5,475 

その他設備 14,264 0 2,423 16,687 

合 計 57,326 40,047 29,565 126,938 

 

 

表 5-11-11 設計一次エネルギー消費量 

単位：GJ/年 

 住宅専有部 住宅共用部 非住宅部 合 計 

空調設備 25,029 15,237 13,176 53,442 

換気設備 1,797 10,284 945 13,026 

照明設備 2,592 4,388 1,907 8,887 

給湯設備 10,388 45 5,740 16,173 

昇降機 0 4,600 266 4,866 

その他設備 14,264 0 2,423 16,687 

合 計 54,070 34,554 24,457 113,081 
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(3) 予測結果 

① 標準的な施設における二酸化炭素排出量 

標準的な施設の二酸化炭素排出量は、基準一次エネルギー消費量（表 5-11-10）

にエネルギー種別の二酸化炭素排出係数（表 5-11-4）を乗じて算出した。 

また、上下水の使用に伴う二酸化炭素排出量は、上水・下水使用量（表 5-11-5）

にそれぞれの二酸化炭素排出係数（表 5-11-4）を乗じて算出した。 

以上より集計した二酸化炭素排出量は、表 5-11-12 に示すとおり、合計約

6,848t-CO2/年と予測される。 

 

表 5-11-12 標準的な施設における二酸化炭素排出量 

単位：t-CO2/年 

 住宅専有部 住宅共用部 非住宅部 合 計 

空調設備 1,000 649 821 2,470 

換気設備 119 445 33 597 

照明設備 375 739 252 1,366 

給湯設備 735 2 286 1,023 

昇降機 0 273 16 289 

その他設備 752 0 128 880 

給排水 131 0 92 223 

合 計 3,112 2,108 1,628 6,848 

 

 

② 計画施設からの二酸化炭素排出量 

計画施設からの二酸化炭素排出量について、表 5-11-11 に示した設計一次エネル

ギー消費量等にエネルギー種別の二酸化炭素排出係数（表 5-11-4）を乗じて算出

した結果、表 5-11-13 に示すとおり、合計約 6,129t-CO2/年と予測される。 

 

表 5-11-13 計画施設における二酸化炭素排出量 

単位：t-CO2/年 

 住宅専有部 住宅共用部 非住宅部 合 計 

空調設備 1,319 800 683 2,802 

換気設備 95 542 50 687 

照明設備 137 231 101 469 

給湯設備 518 2 292 812 

昇降機 0 242 14 256 

その他設備 752 0 128 880 

給排水 131 0 92 223 

合 計 2,952 1,817  1,360 6,129 

 



342 

③ 計画施設の二酸化炭素排出削減量 

標準的な施設の二酸化炭素排出量から計画施設からの二酸化炭素排出量を減じて

求めた二酸化炭素排出削減量は、表 5-11-14 に示すとおりである。 

二酸化炭素排出削減量は、空調設備（非住宅部）で約 138t-CO2/年、照明設備

（全体）で約 897t-CO2/年、給湯設備（全体）で約 211t-CO2/年、昇降機（全体）

で約 33t-CO2/年であり、全体で約 719t-CO2/年と予測される。これは、環境保全

対策を講じない標準的な施設における二酸化炭素排出量である約 6,848t-CO2/年の

約 10.5％に相当する。 

 

表 5-11-14 計画施設の二酸化炭素排出削減量 

単位：t-CO2/年 

 住宅専有部 住宅共用部 非住宅部 合 計 

空調設備 -319  -151  138 -332 

換気設備 24  -97  -17 -90 

照明設備 238  508  151 897 

給湯設備 217  0  -6 211 

昇降機 0  31  2 33 

その他設備 0  0  0 0 

給排水 0  0  0 0 

合 計 160  291  268 719 

削減率 5.1% 13.8% 16.5% 10.5% 

 

 

（4）評価 

① 環境保全目標 

地球環境についての環境保全目標は、「環境への影響を最小限にとどめるよう、

環境保全について配慮されていること」、「温室効果ガスの排出抑制に配慮されて

いること」、「太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入やエネルギーの使用の合

理化に努めるなど適切な措置が講じられていること」及び「大阪市環境基本計画の

目標、方針の達成と維持に支障がないこと」とし、予測結果を環境保全目標に照ら

して評価した。 

 

② 評価結果 

計画施設の二酸化炭素排出量は約 6,129t-CO2/年と予測され、標準的な施設（省

エネ法 H25 基準値と同水準で設定）の二酸化炭素排出量 6,848t-CO2/年と比較する

と、本事業により計画している環境保全対策を講じることにより、総排出量で約 

719t-CO2/年削減され、約 10.5％の削減効果があると予測された。さらに、雨水を

地下ピットに貯留して緑地灌水等に利用する雨水利用、太陽光発電システムの導入

などの自然エネルギーの利用や電気自動車用充電器の設置を実施する。 

なお、本予測評価において、住宅部入居者や非住宅部テナント等による運営面で

の削減効果は考慮していない。 
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計画施設については、以下に示すように、地球温暖化防止に係る法令等に整合す

る施設とする。また、「大阪市地球温暖化対策実行計画［区域施策編］（改定計

画）」を踏まえ、詳細設計の段階で更なる温室効果ガス排出抑制に努める。 

 

＜地球温暖化防止に係る法令等への対応＞ 

◇建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 

（規制措置は平成 29 年 4 月より施行予定） 

建築物省エネ法では、2,000 ㎡以上の建築物を新築する場合、建築物エネルギー消費

性能基準の適合義務（非住宅部分*）・届出（住宅部分）の対象となるため、一次エネ

ルギー消費量基準による申請書・届出書を提出する。 

（*非住宅部分の適合義務は建築基準法第 6 条第 1 項における建築基準関係規定） 

◇大阪市建築物の環境配慮に関する条例  

工事着手前に、下記事項について「建築物環境計画書」の届出を行う。 

・建築物総合環境評価制度 

延べ面積 2,000 ㎡以上であることから、評価制度（CASBEE 大阪みらい）に基づ

いて格付け（ラベリング）を行う。総合設計制度適用の許可要件は 5 段階中 3 段階

（B+）以上であるが、本事業では A ランク以上をめざす。 

・省エネルギー基準適合義務 

延べ面積 10,000 ㎡以上（住宅は高さ 60ｍ超に限定）であることから、一次エネ

ルギー消費量について省エネ法省エネ基準に適合した設計とする。 

・再生可能エネルギー利用設備導入検討義務 

延べ面積 2,000 ㎡以上であることから、太陽光発電システム等の採用を検討す

る。 

 

＜更なる温室効果ガス排出抑制に向けた対策＞ 

・詳細設計を進めるにあたっては、諸室レイアウト等を効率的に見直して、施設規

模（延べ面積）の削減を検討し、各種エネルギー負荷の低減を図る。 

・共用部分等の空調・照明設備は、防災センター等でスケジュール制御が可能な計

画とし、効率的な運用を図る。また、共用部分（諸室・階段等）に人感センサー

付照明設備を採用する。 

・住宅専有部分の給湯暖房機については、「エコ運転機能」（給湯量の制限、浴室

の省エネお湯はり・節約保温等）や「見える化機能」（エネルギー使用量・料金、

CO2 排出量等の表示）を搭載した給湯リモコンを採用し、住宅入居者の省エネ意

識向上を図る。 

・低炭素交通システム普及促進に向けて、建物内に設置する駐車場台数を更に削減

して公共交通機関の利用促進を図る。 

・ホテル運営にあたっては、客室・バック諸室等は空室・不在時のこまめな消灯や

空調停止に努める。また、ホテルスタッフのエネルギー管理者を選任の上、省エ

ネパトロール実施や宿泊客への省エネルギー奨励を行い、温暖化防止を推進する。 

・店舗等のテナント・住宅入居者に対する省エネ励行に関する啓発活動等を実施す

る。 
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・外構部分にハイブリッド外灯（小型の太陽光パネル及び風力発電）を設置し、地

域の方々や来訪者に省エネ啓発の視認化を行う。 

・本計画建物は長期間供用されることから、特に非住宅部については省エネルギー

の取組み状況を自主的に点検・評価し、最新技術の導入など着実な温室効果ガス

の排出抑制に努める。 

 

以上のことから、本事業は環境への影響を最小限にとどめるよう環境保全対策

について配慮されており、温室効果ガスの排出抑制に配慮されていること、大阪市

環境基本計画の目標、方針の達成と維持に支障がないことから、環境保全目標を満

足するものと考えられる。 


